
 06 外務省

省庁名
管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要（対
応策）

再検討要請 提案主体からの意見
再検討要請に対す

る回答
再々検討
要請

提案主体からの再意
見

「措置
の分
類」見
直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々
検討要請に対する回

答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容
具体的事業の実施

内容

外務省 060010

中国南通
市訪問団
に対する
短期滞在
査証の免
除

出入国管理
及び難民認
定法第６
条、外務省
設置法第４
条第１項１３
号

中国人につい
ては査証が必
要である

Ｃ Ⅳ

本年９月１５日よ
り、中国国民訪日
団体観光の査証発
給対象地域が、江
蘇省に対しても拡
大されており、更な
る緩和措置につい
ては、本件団体観
光制度の運用状況
及び不法滞在、不
法就労、犯罪など
の諸要素を考慮し
つつ適切な措置を
検討していきたい。

　右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度回答さ
れたい。その
際、地方自治体
が招聘元となる
場合において
は、国による招
聘に準じ、査証
申請書類の簡
素化等が実現
できないか検討
されたい。

　本年９月15日より、中国国民訪日団体観光
の査証発給対象地域が、南通市を含む江蘇
省に対しても拡大されたが、本市との友好都
市提携に基づき、南通市人民政府が派遣す
る訪日団は、本団体観光制度の緩和措置の
適用を受けて来日するものではない。
　本提案は、両市の友好交流を促進する目的
のため、本市が作成した招請状をもって南通
市人民政府が在外公館に査証申請を行う訪
日団に限定しており、当該訪日団に係る査証
の免除（もしくは査証手数料の免除、査証申
請書類の簡素化）を求めたものである。

現時点で査証免除を
実施することは困難
であるが、地方自治
体が招聘する場合な
ど我が国に招聘者が
存在する場合には団
体観光によらずとも短
期滞在査証の発給が
可能である。右手続
きの簡素化について
は、現時点で具体的
内容やスケジュール
を示すことは困難で
あるが、各種影響等
を総合的に考慮しつ
つ検討を行っていると
ころである。

　姉妹都市
との交流事
業など地方
自治体が招
聘元となる
場合につい
て、査証申
請書類の簡
素化や手続
きの迅速化
を図ることが
出来ない
か、再度検
討し、回答さ
れたい。

Ｃ Ⅳ

　地方自治体が主催・
共催し、招聘元となる
事業に関しては、これ
までも個々のケースに
かんがみ、迅速な査証
発給を行うよう努めて
いるところであるが、
今後、豊橋市が主催・
共催し、招聘元となる
事業に関して南通市関
係者から査証発給の申
請が行われる際に、更
なる査証発給の迅速化
がどのような場合に可
能か検討し、措置して
まいることとしたい。

1046 1046020 豊橋市
とよはし国
際交流構
想

友好都市
中国南通
市訪問団
に対する
短期滞在
査証の免
除

友好都市提携を交わしている
中国南通市からの訪問団に対
し、短期滞在査証を免除する。
（外務省設置法第４条第１項13
号）

本市は、昭和62年5月
中国江蘇省南通市と
友好都市提携を結ん
で以来、南通市と活発
な交流を行っている。
平成15年9月１日より
中国政府は観光等の
目的で15日以内の日
本国籍の者には、査証
を免除する措置をとり、
これ以後、本市から訪
問団を派遣する際の査
証取得手続きがなく
なったが、南通市から
の受入れには従前ど
おりの査証取得手続き
が必要とされている。
（南通市は査証取得手
続きに相当の時間を費
やし、また手数料として
一人あたり約3,000円
負担している。）友好都
市との人的な交流をよ
り一層推進するため、
友好都市提携に基づく
訪問団に対する短期
滞在査証を免除するよ
う要望する。

外務省 060020

韓国人観
光客への
短期滞在
査証の免
除

出入国管理
及び難民認
定法第６
条、外務省
設置法第４
条第１項１３
号

韓国人につい
ては査証が必
要である

Ｄ－
４

Ⅳ

韓国人に対して
は、愛知万博の開
催期間にあわせ明
年３月初めから９
月末日までの期間
限定査証免除を実
施する予定であり、
この期間限定査証
免除の結果を踏ま
えて恒久的査証免
除を検討することと
している。貴県から
の要望について
も、期間限定査証
免除の結果を見つ
つ検討していきた
い。

　右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度回答さ
れたい。

○「期間限定査証免除の結果を踏まえて検
討」とあるが、どのような指標により判断する
ことにしているのか、お教え願いたい。
○査証免除期間内に検討状況経過を公表す
るのかどうか、お教え願いたい。

○期間限定査証免除
の結果を踏まえた恒
久的査証免除措置に
ついては、査証免除
が与える各種影響等
を総合的に検討した
上で決定すべきであ
ると考えている。
○査証免除期間内に
検討状況を公表する
か否かについて、そ
の必要性を含めて適
宜状況を判断しつつ、
対応していきたい。

　右の提案
主体の意見
を踏まえ、再
度検討し、
回答された
い。

○恒久的査証免除措置
が実施される場合には、
それにあわせて観光客
誘致などの対策が効果
的に講じられるよう、査
証免除時期の決定を速
やかに行っていただきた
い。

Ｄ－４ Ⅳ

　恒久的査証免除措置
については、期間限定査
証免除の結果を踏まえ
て検討することとなるが、
措置が決定され次第、速
やかに発表を行うことと
したい。

1112 1112010 長崎県
しま交流人
口拡大特
区

短期滞在
査証の発
給手続の
簡素化

○韓国人については、出入国
管理及び難民認定法第６条第
１項本文により、日本への入国
に際しては査証を所持しなけれ
ばならないとなっているが、対
馬を訪れる韓国人観光客に対
しては、特例として短期滞在査
証を免除する。

韓国との国境の島「対
馬」において、韓国人
観光客のノービザ化、
若しくは既に規制緩和
が実現している韓国人
団体観光客と同様、個
人観光客の査証申請
時における提出書類
の簡素化による観光客
増加と雇用創出等へ
の効果や不法就労等
の問題点の検証を行う
実験を、特区として実
施することを要望する。



 06 外務省

省庁名
管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要（対
応策）

再検討要請 提案主体からの意見
再検討要請に対す

る回答
再々検討
要請

提案主体からの再意
見

「措置
の分
類」見
直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々
検討要請に対する回

答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容
具体的事業の実施

内容

外務省 060030

韓国人大
学生団体
旅行者へ
の短期滞
在査証の
免除

出入国管理
及び難民認
定法第６
条、外務省
設置法第４
条第１項１３
号

韓国人につい
ては査証が必
要である

Ｄ－
４

Ⅳ

韓国人に対して
は、愛知万博の開
催期間にあわせ明
年３月初めから９
月末日までの期間
限定査証免除を実
施する予定であり、
この期間限定査証
免除の結果を踏ま
えて恒久的査証免
除を検討することと
している。貴県から
の要望について
も、期間限定査証
免除の結果を見つ
つ検討していきた
い。

　右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度回答さ
れたい。

○「期間限定査証免除の結果を踏まえて検
討」とあるが、どのような指標により判断する
ことにしているのか、お教え願いたい。
○査証免除期間内に検討状況経過を公表す
るのかどうか、お教え願いたい。

○期間限定査証免除
の結果を踏まえた恒
久的査証免除措置に
ついては、査証免除
が与える各種影響等
を総合的に検討した
上で決定すべきであ
ると考えている。
○査証免除期間内に
検討状況を公表する
か否かについて、そ
の必要性を含めて適
宜状況を判断しつつ、
対応していきたい。

　右の提案
主体の意見
を踏まえ、再
度検討し、
回答された
い。

○恒久的査証免除措置
が実施される場合には、
それにあわせて観光客
誘致などの対策が効果
的に講じられるよう、査
証免除時期の決定を速
やかに行っていただきた
い。

Ｄ－４ Ⅳ

　恒久的査証免除措置
については、期間限定査
証免除の結果を踏まえ
て検討することとなるが、
措置が決定され次第、速
やかに発表を行うことと
したい。

1112 1112020 長崎県
しま交流人
口拡大特
区

短期滞在
査証の発
給手続の
簡素化

○韓国人については、出入国
管理及び難民認定法第６条第
１項本文により、日本への入国
に際しては査証を所持しなけれ
ばならないとなっているが、対
馬を訪れる韓国人大学生団体
旅行者について、当該大学の
承認がある場合には、短期滞
在査証を免除する。

韓国との国境の島「対
馬」において、韓国人
観光客のノービザ化、
若しくは既に規制緩和
が実現している韓国人
団体観光客と同様、個
人観光客の査証申請
時における提出書類
の簡素化による観光客
増加と雇用創出等へ
の効果や不法就労等
の問題点の検証を行う
実験を、特区として実
施することを要望する。

外務省 060040

６０歳以
上の韓国
人個人観
光客への
短期滞在
査証の発
給手続の
簡素化

出入国管理
及び難民認
定法第６
条、外務省
設置法第４
条第１項１３
号

韓国人につい
ては査証が必
要である

Ｄ－
４

Ⅳ

韓国人に対して
は、愛知万博の開
催期間にあわせ明
年３月初めから９
月末日までの期間
限定査証免除を実
施する予定であり、
この期間限定査証
免除の結果を踏ま
えて恒久的査証免
除を検討することと
している。貴県から
の要望について
も、期間限定査証
免除の結果を見つ
つ検討していきた
い。

　右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度回答さ
れたい。

○「期間限定査証免除の結果を踏まえて検
討」とあるが、どのような指標により判断する
ことにしているのか、お教え願いたい。
○査証免除期間内に検討状況経過を公表す
るのかどうか、お教え願いたい。

○期間限定査証免除
の結果を踏まえた恒
久的査証免除措置に
ついては、査証免除
が与える各種影響等
を総合的に検討した
上で決定すべきであ
ると考えている。
○査証免除期間内に
検討状況を公表する
か否かについて、そ
の必要性を含めて適
宜状況を判断しつつ、
対応していきたい。

　右の提案
主体の意見
を踏まえ、再
度検討し、
回答された
い。

○恒久的査証免除措置
が実施される場合には、
それにあわせて観光客
誘致などの対策が効果
的に講じられるよう、査
証免除時期の決定を速
やかに行っていただきた
い。

Ｄ－４ Ⅳ

　恒久的査証免除措置
については、期間限定査
証免除の結果を踏まえ
て検討することとなるが、
措置が決定され次第、速
やかに発表を行うことと
したい。

1112 1112030 長崎県
しま交流人
口拡大特
区

短期滞在
査証の発
給手続の
簡素化

○既に規制緩和が実現してい
る韓国人団体観光客と同様、
対馬を訪れる６０歳以上の韓国
人個人観光客について、査証
発給に必要な書類のうち、在職
証明書等、職業に関する書類
の提出を免除するものとする。

韓国との国境の島「対
馬」において、韓国人
観光客のノービザ化、
若しくは既に規制緩和
が実現している韓国人
団体観光客と同様、個
人観光客の査証申請
時における提出書類
の簡素化による観光客
増加と雇用創出等へ
の効果や不法就労等
の問題点の検証を行う
実験を、特区として実
施することを要望する。



 06 外務省

省庁名
管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要（対
応策）

再検討要請 提案主体からの意見
再検討要請に対す

る回答
再々検討
要請

提案主体からの再意
見

「措置
の分
類」見
直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々
検討要請に対する回

答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容
具体的事業の実施

内容

外務省 060050

上海～長
崎間の定
期航空路
線を往復
利用する
中国人団
体観光客
のビザ免
除

出入国管理
及び難民認
定法第６
条、外務省
設置法第４
条第１項１３
号

中国人につい
ては査証が必
要である

Ｃ Ⅳ

本年９月１５日よ
り、中国国民訪日
団体観光の査証発
給対象地域が拡大
されたところであ
り、更なる緩和措
置については、本
件団体観光制度の
運用状況及び不法
滞在、不法就労、
犯罪などの諸要素
を考慮しつつ適切
な措置を検討して
いきたい。ただし、
地域限定の査証免
除措置について
は、査証免除の対
象とならない中国
人が特区制度を悪
用して来日する可
能性が高く、困難
である。

　右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度回答さ
れたい。

○本県と中国とはゆかりが深く、それは全国
に４箇所しかない中国総領事館が本県に、し
かも、本県のみを業務管轄区域として設置さ
れていることからも明らかである。県ではこれ
までも上海に県上海事務所を設置し、中国と
の交流を深めてきたところであるが、長崎～
上海定期航空路線の存続は本県と中国との
交流に必要不可欠であることから、今回の特
区提案を行ったものである。査証免除が困難
な状況は理解できるが、例えば団体観光客で
一定の条件を満たせば、査証免除ができない
か検討をお願いしたい。また、仮にどうしても
査証免除が認められない場合、上記の一定
の条件を満たせば、査証取得手続が簡素化
されたり、審査期間を短縮できるといった措置
がとれないか併せて検討をお願いしたい。

現時点で査証免除を
実施することは困難
であるが、地方自治
体が招聘する場合な
ど我が国に招聘者が
存在する場合には団
体観光によらずとも短
期滞在査証の発給が
可能である。右手続
きの簡素化について
は、現時点で具体的
内容やスケジュール
を示すことは困難で
あるが、各種影響等
を総合的に考慮しつ
つ検討を行っていると
ころである。

　右の提案
主体の意見
を踏まえ、再
度検討し、
回答された
い。

○下記のような、期間限
定、訪日団体限定に係る
査証免除について検討
をお願いしたい。
１　愛知万博期間中（平
成１７年３月２５日～９月
２５日）において、下記の
①、②のいずれかの条
件を満たす団体
　①長崎県及び県下市
町村が招へいする中国
人団体
　②県及び県下市町村
が出資する国際交流団
体が招へいする中国人
団体
２　長崎ランタンフェステ
イバル期間中（平成１７
年は、２月９日～２３日）
において、長崎県観光連
盟が造成している長崎県
周遊型旅行商品「長崎風
情游」（ながさきふうじょう
ゆう　往復上海～長崎線
利用商品）ツアーへの参
加団体

Ｃ Ⅳ

　地方自治体が主催・
共催し、招聘元となる
事業に関しては、個々
の事例にかんがみ迅速
な査証発給を行うよう
努めることとしたい。
ただし、限定的なもの
とはいえ貴県提案の査
証免除については、不
法滞在、不法就労、犯
罪などの観点から現時
点では対応困難であ
る。

1113 1113010 長崎県
「上海～長
崎」国際観
光特区

上海～長
崎間の定
期航空路
線を往復
利用する
中国人団
体観光客
のビザ免
除

中国人団体観光客について
は、出入国管理及び難民認定
法第６条第１項の規定により、
中国指定旅行会社が取り扱う５
名以上概ね４０名以下の団体
旅行者については、有効期間
３ヶ月、短期滞在期間１５日間
の一時短期滞在査証（ビザ）を
取得しなければならないが、上
海～長崎間の定期航空路線を
往復利用して長崎県のみを訪
問する場合、特例として短期滞
在査証を免除する。

　現在、広告助成等に
より上海～長崎間の定
期航空路線の利用促
進を図るとともに、「上
海・長崎ウイーク」の開
催をはじめ、上海市と
本県の交流促進のた
めの取り組みを積極的
に行っているが、これ
らの取り組みに加え、
提案する特区の実現
により、さらなる同路線
の利用促進及び上海
からの観光客増加を図
る。

外務省 060060

「京都海
外人材特
区」構想
（ＪＥＴプロ
グラム実
施要領の
改正）

JETプログ
ラム募集要
項

外国語指導助
手は教育委員
会又は中・高
等学校に配置
され、所属長や
校長の指示を
受け、外国語
担当指導主事
又は外国語担
当教員等の助
手として職務に
従事することと
しており、中・
高等学校にお
ける日本人教
師の外国語授
業の補助等の
本来業務だけ
でなく、必要に
応じ、地域にお
ける国際交流
活動への協力
などにも携わる
ことができる。

D-1 　Ⅳ

現行の規定により
対応可能。外国語
指導助手は、所属
長や校長の指示の
下、本来業務に支
障のない範囲内
で、在住外国人に
対する教育活動等
を行うことが可能。
なお、在住外国人
に対する教育活動
等に専従させる必
要がある場合は、
JETプログラムに
おいては他の職種
である国際交流員
を配置することによ
り対応可能。

　右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度回答さ
れたい。

新たに国際交流員を招致するのではなく、現
在活動しているＡＬＴの有効活用を目的として
おり、より積極的に出身国の子どもの教育に
関わってもらうため、資格外許可を申請するこ
となく業務に従事できる制度が有効である。

現在活動している外
国語指導助手を活用
する場合でも、本来業
務に支障のない範囲
内であれば、在住外
国人に対する教育活
動等を行うことが可能
である。

1134 1134014 京都府
「京都海外
人材特区」
構想

「京都海外
人材特区」
構想
（ＪＥＴプロ
グラム実
施要領の
改正）

１　大学等が特に推薦する者に
対する在留資格認定証明書に
添付する経費支弁能力資料の
簡素化または省略
２　短期滞在の在留資格で入国
した学者、研究者等の資格外
活動許可の手続きの簡素化ま
たは省略
３　海外の教員免許資格者
（「家族滞在」で在留）が地域で
母国の在住外国人に対する教
育活動を有償で実施できるよう
資格要件を緩和、英語指導助
手については、学校等での活
動に加えて、地域での対在住
外国人向け教育を可能とする
実施要領の改正
４　週28時間に限定されている
資格外活動許可をインターンと
して従事する場合に限って週40
時間に延長
５　卒業後、180日まで認められ
ている「短期滞在」での就職活
動期間の延長（最長１年まで）
または、新たな在留資格「就職
活動」（仮称）の創設

○特に優秀な人材の
入国や地域での活動
に係る規制を緩和する
ことにより、地域への
海外人材の招致を推
進し、地域との交流を
推進する中から、新た
な文化、学術、芸術を
創造する。（左欄１，２
関係）
○母語や母文化を教
える能力を有する在住
外国人の活動を拡大
することにより、これら
を活用した教育の場を
提供し、海外人材に
とって大きな課題の一
つである子どもの教育
の推進を図る。（左欄３
関係）
○有償によるインター
ンシップに留学生が参
加し、また、卒業後一
定期間就職活動に専
念する期間を設けるこ
とにより、地元企業へ
の円滑な定着を促進
する。（左欄４，５関係）



 06 外務省

省庁名
管理
コード

規制の
特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要（対
応策）

再検討要請 提案主体からの意見
再検討要請に対す

る回答
再々検討
要請

提案主体からの再意
見

「措置
の分
類」見
直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々
検討要請に対する回

答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容
具体的事業の実施

内容

外務省 060070

外国人研
究者の短
期滞在査
証取得手
続きの簡
素化及び
審査期間
の短縮

出入国管理
及び難民認
定法第６
条、外務省
設置法第４
条第１項１３
号

査証申請に際
し、申請人に対
して、必要な書
類の提出を求
めている

Ｃ Ⅳ

これまでも査証発
給手続の簡素化、
審査期間の短縮に
ついては、出入国
管理等の観点を考
慮しつつ、できる限
り実施しているとこ
ろであり、今後とも
各種影響を総合的
に考慮しながら、
引き続き前向きに
検討していきたい。

　提案特区内の
特定機関に招
聘される外国人
研究者に限定
することで、本
提案を実現でき
ないか。併せ
て、右の提案主
体の意見も踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

　　「先端光科学技術特区」で既に認定いただ
いている　①外国人研究者の在留資格延長、
②外国人の入国、在留申請の優先処理によ
りSPring-8や兵庫県立大学における外国人
研究者の利便性が高まり、その受け入れが
着実に進むなど特区認定による一定の効果
が現れている。
　本県としては、こうした外国人研究者の長期
受け入れに加え、学会をはじめとする研究交
流も一層促進することを目指し、研究者に限
定して短期の受け入れを図っていきたいと考
えているので、提案内容の実現に向けた検討
をお願いしたい。
　とりわけ、国や地方公共団体認可の公益法
人や兵庫県立大学等の公的機関に関し、短
期滞在査証手続きの際に必要な法人登記簿
謄本や納税証明書等の書類の軽減について
実現をお願いしたい。
　またSPring-8については、大型先端研究施
設として、国としても今後の国際的な研究利
用の促進に力点を置いており、研究者の来日
が増加することが見込まれるため、提案内容
の実現は地域のみならず、国にとっても有効
なものと考える。
　貴省の回答は、「今後とも各種影響を総合
的に考慮しながら、引き続き前向きに検討し
ていきたい。」ということであるが、具体的にど
のような形で検討するのか、その具体的内容
やスケジュールを明確に示して回答をお願い
したい。

短期滞在査証の手続
簡素化については、
現時点で具体的内容
やスケジュールを示
すことは困難である
が、各種影響等を総
合的に考慮しつつ検
討をおこなっていると
ころである。なお、ロ
シア人については既
に短期滞在査証を原
則として４労働日で発
給しているが、個別の
案件によっては審査
が長引くことがありう
ることも御理解願いた
い。

　右の提案
主体の意見
を踏まえ、地
方公共団体
が主催・共
催するような
会議等につ
いて、手続き
の簡素化・
迅速化を図
ることが出
来ないか再
度検討し、
回答された
い。

○「短期滞在査証の取得
手続きの簡素化」につい
ては、現在検討中という
ことであるが、本県にお
いて光科学技術分野の
国際的な研究交流を一
層推進していくために必
要なことであるため、書
類の軽減を図る等の手
続きの簡素化の早期実
現をお願いしたい。
○「審査期間の短縮」に
ついては、ご回答のとお
り、個別の案件によって
は結果的に審査に時間
を要することがあること
は十分理解しているとこ
ろであるが、学会や研究
会等への招聘・参加にあ
たり、時間が切迫してい
るケースも多々あること
から、原則４労働日で発
給していただくよう配慮を
お願いしたい。

Ｃ Ⅳ

　地方自治体が主催・
共催し、招聘元となる
事業に関しては、個別
の事情もふまえつつ、
更なる迅速化がどのよ
うな場合に可能か、検
討を行うこととした
い。なお、ロシア人に
対する審査期間の短縮
については、現在にお
いても問題がない場合
には４労働日で短期滞
在査証を発給してお
り、時間を要するの
は、書類不備や疑義が
あるケースに限られて
いることを申し添え
る。

1226 1226010

兵庫県、
新宮町、
上郡町、
三日月町

先端光科
学技術特
区構想

外国人研
究者の短
期滞在査
証取得手
続きの簡
素化及び
審査期間
の短縮

○短期滞在査証取手続きの簡
素化
　 添付書類（招聘機関に関する
資料（法人登記簿謄本、納税証
明書、会社・団体案内、入国目
的疎明資料））の省略

○審査期間の短縮
　 現状の審査期間は１週間～
１ヶ月程度と幅が広い（特にロ
シア人、中国人は日数を要す
る）
→原則どおり申請後４労働日で
査証を発給する。

大型放射光施設
SPring-8等への外国
人研究者の受入促進


